
（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
健
康
診
断
）

（
健
康
診
断
）

第
二
十
九
条

（
略
）

第
二
十
九
条

（
略
）

２

事
業
者
は
、
前
項
の
業
務
に
常
時
従
事
す
る
労
働
者
に
対
し
、
雇
入
れ
の

２

事
業
者
は
、
前
項
の
業
務
に
常
時
従
事
す
る
労
働
者
に
対
し
、
雇
入
れ
の

際
、
当
該
業
務
へ
の
配
置
替
え
の
際
及
び
そ
の
後
六
月
以
内
ご
と
に
一
回
、

際
、
当
該
業
務
へ
の
配
置
替
え
の
際
及
び
そ
の
後
六
月
以
内
ご
と
に
一
回
、

定
期
に
、
次
の
項
目
に
つ
い
て
医
師
に
よ
る
健
康
診
断
を
行
わ
な
け
れ
ば
な

定
期
に
、
次
の
項
目
に
つ
い
て
医
師
に
よ
る
健
康
診
断
を
行
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

ら
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

作
業
条
件
の
簡
易
な
調
査

（
新
設
）

三

有
機
溶
剤
に
よ
る
健
康
障
害
の
既
往
歴
並
び
に
自
覚
症
状
及
び
他
覚
症

二

有
機
溶
剤
に
よ
る
健
康
障
害
の
既
往
歴
並
び
に
自
覚
症
状
及
び
他
覚
症

状
の
既
往
歴
の
有
無
の
検
査
、
別
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
項
目
（
尿
中
の
有

状
の
既
往
歴
の
調
査
、
別
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
項
目
（
尿
中
の
有
機
溶
剤

機
溶
剤
の
代
謝
物
の
量
の
検
査
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
の
既
往
の
検
査
結

の
代
謝
物
の
量
の
検
査
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
の
既
往
の
検
査
結
果
の
調

果
の
調
査
並
び
に
第
四
号
、
別
表
の
下
欄
（
尿
中
の
有
機
溶
剤
の
代
謝
物

査
並
び
に
第
四
号
、
別
表
の
下
欄
（
尿
中
の
有
機
溶
剤
の
代
謝
物
の
量
の

の
量
の
検
査
を
除
く
。
）
及
び
第
五
項
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ

検
査
を
除
く
。
）
及
び
第
五
項
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
項
目

る
項
目
に
つ
い
て
の
既
往
の
異
常
所
見
の
有
無
の
調
査

に
つ
い
て
の
既
往
の
異
常
所
見
の
有
無
の
調
査

四

（
略
）

三

（
略
）

（
削
る
）

四

尿
中
の
蛋
白
の
有
無
の
検
査

た
ん

３
・
４

（
略
）

３
・
４

（
略
）

５

事
業
者
は
、
第
二
項
の
労
働
者
で
医
師
が
必
要
と
認
め
る
も
の
に
つ
い
て

５

事
業
者
は
、
第
二
項
の
労
働
者
で
医
師
が
必
要
と
認
め
る
も
の
に
つ
い
て

は
、
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
健
康
診
断
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら

は
、
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
健
康
診
断
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
項
目
の
ほ
か
、
次
の
項
目
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
い
て
医
師
に
よ
る
健

な
い
項
目
の
ほ
か
、
次
の
項
目
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
い
て
医
師
に
よ
る
健

康
診
断
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

康
診
断
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

腎
機
能
検
査

四

腎
機
能
検
査
（
尿
中
の
蛋
白
の
有
無
の
検
査
を
除
く
。
）

じ
ん

じ
ん

た
ん

五

神
経
学
的
検
査

五

神
経
内
科
学
的
検
査


